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標準購入規約 

 
 

別紙 B 

施設又はシステムへのアクセス 

本方針の以下の規定は、売主又は売主の人員が Carrier の施設又はシステムにアクセスする場合はいつでも、

https://www.corporate.carrier.com/suppliers/terms-conditions/に掲載されている Carrier の標準購入規約（以下

「本規約」という。）及び本契約に組み込まれるものとする。本方針で使用されている大文字で始まる用語で

定義されていないものはすべて、本規約で与えられたものと同じ意味を有するものとする。 

1. 売主は、アクセスに不適格な者又は事業体を特定するために、当該アクセスを求めるすべての売主の

人員について、本人確認、就労許可の確認及び経歴調査を行うものとする。この義務を促進するために、

売主は、当該アクセスの要求又は許可に先立ち、以下を行うものとする。 

1.2 アクセスを要求する売主の人員の身元及び必要な就労許可を確認する。本買主又はその本関連

会社はさらに、売主の単独の費用で、就労許可、米国人及び／又は市民権の状態を確認するために

指定サービス・プロバイダーを利用するように売主に指示することができる。 

1.3 適用法によって許容されない範囲を除き、本買主が承認する会社を使用して売主の人員の経歴

調査を行い、(i)経歴調査の結果報告されているように、売主の人員が刑事上の有罪判決を受けてい

ないこと、又は(ii)刑事上の有罪判決を受けたことがある場合、すべての適用法に従って、基礎とな

る犯罪の性質及び重大性、許可されるアクセスの性質及び範囲、問題の特定の仕事、有罪判決から

の期間を考慮して、個別の評価が行われた後にのみ売主の人員が雇われたことを証明する。 

1.4 売主は、上記の基準を満たさないことに基づいて当該アクセスに不適格な売主の人員のために

アクセスを求めないものとし、アクセスを有する売主の人員いずれかが適格でなくなった場合、本

買主に書面により直ちに通知する。 

2. 売主は、売主にアクセスを許可するか否かについて本買主が単独の裁量を有することに同意し、売主

に許可されるアクセス権限は本買主によって定義されることに同意する。本買主は、売主の人員にアクセ

スを許可する前に、輸出規制遵守、プライバシー、Carrier 情報の保護、セキュリティの承認、該当する研

修、薬物検査、信用調査、技術管理計画、知的財産契約、その他のサイト固有の方針及び手順の遵守など

に関するものを含むが、これらに限定されない追加要件を課す権利を留保する。 

3. 売主は、アクセスを要求する売主の人員が当該アクセス要件を満たすこと、及びアクセス権限が承認

された売主の人員に限定されることを確実にする責任を負うものとする。売主は、注文書の履行中いつで

も、(i)売主の人員に関連する情報が何らかの理由で変更され若しくは不正確になった場合、又は(ii)アクセ

スを有する売主の人員のいずれかについてアクセスの必要性がなくなった場合、直ちに本買主に通知する

ものとする。 アクセスの必要性は、売主による解雇、転籍、又はその他の理由で雇用されなくなった売主

の従業員については、自動的に消滅するものとする。 

4. 売主又は売主の人員が注文書の履行中いずれかの時点で本買主のアクセス要件を満たすことを拒否し

又は怠った場合、本買主が売主の人員へのアクセス許可を拒否することにつながる可能性があり、売主は

本買主が売主又は売主の人員のアクセスの全部又は一部を拒否し、通知なく終了させる権利を有すること
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に同意する。売主が本規定の要件を遵守できないとしても、売主は本契約及び／又は注文書の履行を免除

されず、本規約の「不可抗力」という条項に規定される「免責的遅延」を構成しないものとする。 

5. 売主が個人の場合、売主は、売主が本買主又は本買主の本関連会社の従業員ではなく、本買主又は本

買主の本関連会社の従業員の権利及び給付（年金、貯蓄、医療、その他の従業員給付制度及び取決めへの

参加を含むが、これらに限定されない。）を受ける権利を有しないことを了承する。売主が会社又はその

他の事業体の場合、売主は、売主の人員が本買主又は本買主の本関連会社の従業員ではなく、本買主又は

本買主の本関連会社の従業員の権利及び給付（年金、貯蓄、医療、その他の従業員給付制度及び取決めへ

の参加を含むが、これらに限定されない。）を受ける権利を有しないことを了承する。 

5.1 売主は、本条の違反が結果的に本買主、売主及び／又は売主の人員が責任を負うことのある法

律の違反となる可能性があることを了承し、これに同意する。本買主の要求に応じて、売主は、ア

クセスの要求又は許可に先立ち、またその他のいかなる時点においても、本買主に対し、(i)アクセ

ス要件が満たされている旨の本買主が定める様式による証明書、及び／又は(ii)売主がアクセス要件

を遵守するために依拠した方法、プロセス、結果を検証する文書を提供する。現在の証明書フォー

ムは、https://www.corporate.carrier.com/suppliers で入手することができる。 
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